
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年２月８日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 山田かずひこ ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

地域共生社会の実現に向けた取組について

⑴ 地域のつながりが希薄になる中で、少子高齢化、核家

族化により、市民の暮らしの中で、さまざまな問題が絡

み合って複雑化している。

本市においても、６５歳以上の一人暮らし、後期高齢

者、要支援、要介護、老老介護、不登校、いじめ、ひき

こもりなどさまざまな問題がある。こういった問題をど

こまで把握しているのか。

⑵ 団塊の世代が７５歳となる２０２５年には、７５歳以

上が全人口の１８％になると言われている。本市におい

ても「日本一若いまち」であるが、高齢者数に着目して

みると、７５歳以上の高齢者数は２０１５年から２０２５

年にかけて約１．７倍、２０３５年にかけては、約２倍

になることが見込まれている。

介護需要の増大、一方で保険料の負担者である４０歳

以上の人口は、２０２５年以降は減少すると言われてい

る。介護サービスの利用は増えていく一方、負担する人

数は減少することが見込まれている。

高齢者の自立を支援し、要介護状態の重度化を防止す

ることにより、介護サービスを利用することなく自立し



た生活を送れることができると考えるが、第８次高齢者

福祉計画・第７期介護保険事業計画は、計画通り進んで

いるのか。

⑶ みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせるまち

づくりをするために、平成３０年７月１日に「長久手市

みんなでつくるまち条例」を制定した。制定してから２

年半が経つが、制定目的どおりに行われているか。


